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第35回地方自治研究全国集会（佐賀自治研）全日程一覧 

 
 
第１日目 10月17日（金） 全体集会 10：00～17：00 

会場：佐賀市文化会館「大ホール」
⑴ スケジュール 
  10：00      開  会 
  10：04～10：35  あいさつ（主催者・地元実行委員会・後援団体） 
  10：35～10：50  基調提起 
  10：50～12：10  記念講演「みんなが幸せになる、自治体職員の働き方」 
             九州大学 大学院法学研究院 准教授 嶋田 暁文 
  12：10～13：10  昼食休憩 
  13：10～13：20  オープニングアトラクション 
  13：20～16：40  パネルディスカッション 
  16：40～16：58  自治研賞表彰・講評・チャレンジサポート発表 
  17：00      休  会 
⑵ パネルディスカッション 
  テーマ「毎日の仕事の、ちょっと先。さがしてみよう、わがまちの未来」 
  ＜パネリスト＞ 
  ・津田 大介さん（ジャーナリスト／メディア・アクティビスト） 
            1973年生まれ。東京都出身。 
            メディア、ジャーナリズム、ＩＴ・ネットサービス、コンテンツビジネス、著作権問

題などを専門分野に執筆活動を行う。ソーシャルメディアを利用した新しいジャーナ
リズムをさまざまな形で実践。主な著書に『ウェブで政治を動かす！』(朝日新書)、
『動員の革命』（中公新書ラクレ）、『情報の呼吸法』（朝日出版社）ほか。2011年
９月より週刊有料メールマガジン「メディアの現場」を配信中。 

 
 
  ・嶋田 暁文さん（九州大学・大学院法学研究院 准教授） 
            1973年生まれ。島根県安来市出身。 
            日本学術振興会特別研究員（2002年４月～2004年３月）、地方自治総合研究所非常任

研究員（1999年６月～2004年３月）を経て、2004年に九州大学助教授として赴任。専
門は行政学、地方自治論。主な著書に『政策実施』（ミネルヴァ書房）、『現代日本
の地方自治』（敬文堂）、『ポスト分権改革の条例法務』（ぎょうせい）（以上、い
ずれも共著）など多数。 

 
 
  ・川副 知子さん（佐賀県ＣＳＯ推進機構・代表理事） 
            1940年生まれ。富山県出身。 
            結婚後、佐賀県に移住。「特定非営利活動法人 ふくしさとづくりの会」の立ち上げ

など数多くの市民組織の創設・活動に携わる。2004年から佐賀県全域を対象とした中
間支援組織「特定非営利活動法人 佐賀県ＣＳＯ推進機構」代表となる。新しい公共
サービスの担い手となる市民組織の支援に携わり、行政と県民・市民活動団体の新た
な協働のあり方を探る。佐賀県小城市在住。 

 
 
  ○その他のパネリスト、コーディネーターについては調整中です。 
  ○スケジュールは変更となる場合があります。予めご了承ください。 
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第２日目 10月18日（土） 分 科 会 ９：30～16：00 
会場：佐賀市内の会場に分散

第１分科会 「住民との協働でつくる地域社会」 

第２分科会 「地方税財政と公共サービス」 

第３分科会 「人口減少にともなう自治体・地域のあり方 
        ― 不安解消の糸口は身近なむらにあり ― 」 

第４分科会 「地域から考える再生可能エネルギーによるまちづくり」 

第５分科会 「発信しよう！ 地域の農（林水産）業 
       つながろう！ 生産者（地）と消費者（地）」 

第６分科会 「セーフティネットとしての公共交通」 

第７分科会 「ワークショップ『自治研』 楽しく学ぶ自治研活動」 

第８分科会 「男女がともにつくる、私たちのまち 
        ― 子育て、働き方、地域との関わり ― 」 

第９分科会 「平和と共生のために、自治体は……」 

第10分科会 「貧困・格差社会の是正とセーフティネットの再構築」 

第11分科会 「『生活者の多様性に根差した災害への備え』をめざして 
        ― 男女共同参画、要援護者視点などを反映した災害事前対応の確立 ― 」

第12分科会 「地域包括ケアシステムの構築 ― 現場の経験を活かす ― 」 

第13分科会 「自治体からはじまる地域教育へのチャレンジ 
        ― 図書館・学校現場から見えてくるもの ― 」 
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 集 会 概 要

 
 

1. 集会テーマ 
 ○ メインテーマ 「創ろう、市民自治のゆたかな社会」 
 ○ サブテーマ 「毎日の仕事の、ちょっと先。さがしてみよう、わがまちの未来」 
 

2. 基本的考え方 
⑴ わたしたちを取り巻く情勢 
 ① 2013年12月、地方分権有識者会議が発表した「地方分権改革の総括と展望（中間とりま

とめ）」では、これまでの国主導の分権改革から転換し、地域から改革を提案していく地
域主導型の改革が示されました。あわせて、自治体には分権改革の成果を住民に還元して
いくことや、住民自治の拡充が期待されています。 

 ② この間、厳しい地方財政のなかで、自治体は正規職員の人員削減と民間事業所への委託
を進めてきました。公共サービスを支える地方公務員数は19年連続で減少する一方、公共
サービスの現場で不可欠な存在となった臨時・非常勤等職員は70万人に上ると推計されて
います。しかし、依然として臨時・非常勤等職員の賃金労働条件は低位におかれ、雇用は
不安定なままです。近年では必要な人材を確保するのにも苦慮するといった事態を招いて
おり、現場の摩耗は限界にきています。 

 ③ 日本は本格的な人口減少社会に突入し、人口構造の急激な変化は、従来の制度では包摂
できない、さまざまな問題を生じさせています。過疎の進行、都市部の過密化が進むなか
で、過疎地域も都市部も公共サービスの持続可能性が問われており、それぞれに深刻な課
題を抱えています。また、住民ニーズは多様化・複雑化してきており、限られた人材と予
算のなかで地域の声に応えていくには、住民自治を高め、地域資源を活用していく必要が
あります。今後、急激に変化する地域の環境に対応するためには、「企画・立案は国、実
施は自治体」といった旧態依然の思考回路は通用しません。マニュアル型の行政運営から、
地域に求められる公共サービスとは何か住民とともに導き出す、高度なマネジメント力を
兼ね備えた職員を地域は求めています。 

 ④ 格差社会の固定化により、将来設計をたてることのできない若者の増加は、地域のみな
らず日本にとっても大きな損失です。また、地域住民の生活を支える行政にとっても傍観
しているわけにはいきません。貧困が広がるなか、痛ましい事件や事故がおこるたび、糾
弾の矛先は行政に向けられます。何が求められており、行政として何ができるのか、でき
ない場合はどうするのか、解決の糸口は地域住民との丁寧な議論の積み重ねしかありませ
ん。「地方自治は民主主義の学校」と言われます。住民自治を機能させ合意形成をはかっ
ていく役目を担う自治体職員の実践が問われています。 

 
⑵ 地域が求める職員像と自治研の活かし方 
 ① 自治研では、公共サービス労働者が、みずから地域にとけこみ活動するなかから地域の

ニーズや困りごとを発掘し、政策立案を行っていく「地域のコーディネーター役」となる
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